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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成28年2月12日(2016.2.12)

【公開番号】特開2015-128195(P2015-128195A)
【公開日】平成27年7月9日(2015.7.9)
【年通号数】公開・登録公報2015-044
【出願番号】特願2015-80094(P2015-80094)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｋ   3/46     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年12月17日(2015.12.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス層及び前記ガラス層の両面に積層された絶縁層を有するコアと、
　前記コアを貫通する貫通孔と、
　前記貫通孔の内壁に形成されたシード層と、
を含む印刷回路基板。
【請求項２】
　前記貫通孔内に形成されるめっき層をさらに含む、請求項１に記載の印刷回路基板。
【請求項３】
　前記ガラス層の厚さが２５～２００μｍである、請求項１又は請求項２に記載の印刷回
路基板。
【請求項４】
　前記コアの全体厚さに対する前記ガラス層の厚さの割合が３５％～８０％である、請求
項１から請求項３のいずれか１項に記載の印刷回路基板。
【請求項５】
　前記絶縁層上に形成される回路層をさらに含む、請求項１から請求項４のいずれか１項
に記載の印刷回路基板。
【請求項６】
　前記シード層は前記回路層に対応するように、前記絶縁層と前記回路層との間にさらに
形成される、請求項５に記載の印刷回路基板。
【請求項７】
　前記シード層は複数の層で形成される、請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の
印刷回路基板。
【請求項８】
　前記ガラス層と前記絶縁層との間にコーティング層が介在される、請求項１から請求項
７のいずれか１項に記載の印刷回路基板。
【請求項９】
　前記コーティング層の厚さは２μｍ以下である、請求項８に記載の印刷回路基板。
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【請求項１０】
　前記絶縁層はガラス布が含浸された樹脂で形成される、請求項１から請求項９のいずれ
か１項に記載の印刷回路基板。
【請求項１１】
　ガラス層の両面に絶縁層を積層してコアを形成する段階と、
　前記コアに貫通孔を形成する段階と、
　前記貫通孔の内壁にシード層を形成する段階と、
を含む印刷回路基板の製造方法。
【請求項１２】
　前記貫通孔の内部にめっき層を形成する段階をさらに含む、請求項１１に記載の印刷回
路基板の製造方法。
【請求項１３】
　前記絶縁層上に回路層を形成する段階をさらに含む、請求項１１又は請求項１２に記載
の印刷回路基板の製造方法。
【請求項１４】
　前記シード層を形成する段階において、前記シード層は前記回路層に対応して前記絶縁
層上にさらに形成される、請求項１３に記載の印刷回路基板の製造方法。
【請求項１５】
　前記シード層は複数の層で形成される、請求項１１から請求項１４のいずれか１項に記
載の印刷回路基板の製造方法。
【請求項１６】
　前記コアを形成する段階は、
　前記絶縁層を積層する前に、前記ガラス層にコーティング層を形成する段階を含む請求
項１１から請求項１５のいずれか１項に記載の印刷回路基板の製造方法。
【請求項１７】
　前記貫通孔を形成する段階の後に、
　前記ガラス層の表面及び前記貫通孔の内壁をクリーニングする段階をさらに含む、請求
項１１から請求項１６のいずれか１項に記載の印刷回路基板の製造方法。
【請求項１８】
　前記クリーニングする段階はエッチングにより行われる、請求項１７に記載の印刷回路
基板の製造方法。
【請求項１９】
　前記コアを形成する段階において、
　前記ガラス層の両面に前記絶縁層を配置し、加熱及び加圧する、請求項１１から請求項
１８のいずれか１項に記載の印刷回路基板の製造方法。
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